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令和 6 年 1 月定例記者会見 

 

三次市職員の副業について 

 

三次市職員の副業について、次のとおり許可基準を整理し、令和６年１月１６日か

ら運用を開始しますのでお知らせします。 

 

１ 目 的 

職員が副業として、積極的に地域貢献活動等を行えるよう、許可基準の明確化を

行う。 

 

2 主な内容 

⑴ 副業の許可基準の明確化 

⑵ 年次有給休暇等による活動も対象 

⑶ 想定される活動例を類型的に明示 

⑷ 職務遂行に影響を与えないため、従事可能時間の上限を設定 

 

３ 導入効果・許可要件等 

  別紙のとおり 
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